
平成２９年度 育心会事業計画案及び方針 

 

 

 

 社会福祉法人 育心会は、障害者自立支援法に基づく事業として、 

 

        １．生活介護事業 

        ２．施設入所支援事業 

        ３．就労継続支援Ｂ型事業 

        ４．短期入所事業 

        ５．共同生活援助事業 

         

 

社会福祉法人 育心会は、障害者自立支援法・児童福祉法に基づく地域相談支援事業と 

して 

 

        １．指定特定相談支援事業     

２．指定障害児相談支援事業 

 

 

社会福祉法人 育心会は、生活困窮者自立支援法に基づく事業として 

 

       １．生活困窮者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若し

くはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応じる事業 

 

 

公益を目的とする事業として、 

        

       １．一般乗用旅客自動車運送事業 

        ２．必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療 

サービス事業者等との連絡調整を行う等事業 

 

 

 

 上記のサービス事業を事業者として指定と届出により経営に当たります。 

 各事業サービス体系に対応出来るように取り組みます。 

更に今以上利用者から選ばれる事業所となる為、職員の意識改革を行いニーズに答えら 

れる事業所づくりに努力することを基本方針とし、安定した事業運営が出来るように努 

めます。 


